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Ⅰ　は じ め に

多くの先進諸国では，男性が生計を維持し，女
性が家事・育児を引き受ける男性１人働きモデル
から，男女がともに生計維持と家事・育児に従事
する共働きモデルへの転換が進んでいる。しか

し，日本ではこの転換が遅れており，そのことが
未婚化や少子化をはじめ様々な歪みを社会にもた
らしていると指摘されている。本稿では，まず，
共働きモデルが社会に浸透しているアメリカとス
ウェーデンの例を取り上げ，両国における転換の
背景，現状，およびその影響を概観した後，なぜ
日本では共働きモデルへの転換が遅れているの
か，その理由を分析する。次に，現在確認できる
日本社会の変化の兆候に着目し，モデルのどこ
が，どのように，そしてどうして変わりつつある
のかを明らかにする。最後にモデルの揺らぎが男
性の働き方と生き方に持つ意味合いをアメリカお
よびスウェーデンの事例と比較しつつ考察する。
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日本で男性 1 人働きモデルから共働きモデルへの転換が遅れているのは，高度成長期に
「社員」と「主婦」と企業によって形成された「ジェンダーの 3 極構造」が強固であった
ことが一因だと考えられる。しかし男性 1 人働きモデルのコストとベネフィットのバラン
スが悪化した現在，各種統計データによって女性の就業継続率の上昇という変化が確認さ
れている。本稿では，2017 年に大手企業 2 社で実施した 26 人の男女社員に対するヒヤリ
ング調査を利用し，マクロデータによって示されるモデルの揺らぎが男性の働き方と生き
方に持つ意味合いを，アメリカおよびスウェーデンの事例と比較しつつ考察する。本調査
のデータから注目されるのは，以前に比べて女性が就業継続することへの見通しの確から
しさが増した点である。一部の企業で仕事と家庭の両立を支援する制度整備が進み，実際
にそれらの制度を利用して就業を継続する女性が増え，さらにそうした先輩女性社員の存
在を目の当たりにして就業継続へコミットする女性が増えてきた。その結果，共働きを前
提とした人生設計をする男女が現れている。さらに調査データによって，モデルの転換に
伴い，スウェーデンのように家庭参加型の男性が増加する可能性が期待される一方で，ア
メリカのように家庭離反型の男性が増加する危険性も示唆された。今，日本の男性は，真
逆の２つの方向に向かう岐路に立っている。
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Ⅱ　アメリカとスウェーデンにおけるモ
デルの転換

第2次世界大戦後，欧米諸国では工業化が進み，
経済が発展してその恩恵が広く社会に浸透した。
その結果，多くの女性が賃労働から解放されて専
業主婦となり，男性1人働きモデルが一般化した。
しかし，1970 年代以降，産業構造が工業からサー
ビス業に転換し，製造部門における低熟練で相対
的に同質な男性労働者に対する需要が大幅に減退
した。男性の雇用が不安定化し賃金が低下して，
男性 1 人の働きで家族を養うことの困難とリスク
が大きくなる一方で，マニュアル労働からオフィ
スワークや対人サービス職への移行は，女性労働
者に対する需要を増加させた。このような社会経
済の大規模な変革を背景に，男女が共働きする環
境が徐々に整っていった。しかし，すべての先進
諸国で同じように共働きモデルが普及したわけで
はない。モデルの転換が早かったのは，アメリカ
とスウェーデンである。そのポイントは育児の社
会化，次いで男性の家庭参加であった。

それまで家庭の中で家事や育児を一手に引き受
けていた専業主婦の職場進出を可能にするために
は，家事・育児，特に後回しにできない育児と育
児にまつわる家事を主婦に代わって引き受ける存
在が必要になる。相対的に言って，アメリカとス
ウェーデンは共に育児の社会化に成功した国であ
る。しかし，両国の育児の社会化の方策は，全く
異なるものであった。

スウェーデンは，Esping-Andersen（1999）が
提示したポスト工業経済下において各国が選択し
た異なる 3 つの路線のうち，高福祉・高負担を維
持する社会民主主義路線を進む。他の欧米諸国と
比較して，男性 1 人働き規範が当初から比較的弱
く 1970 年代には払拭され，女性の労働参加が進
んだ（Sainsbury 1996）。育児および高齢者介護に
公的サービスが提供され，家庭内のケアワークか
ら解放された多くの女性がケア労働者として公的
部門に吸収されていった。その結果，民間で雇用
される男性との間に性別職域分離が生じ，女性の
労働参加率は高いものの，管理職の女性比率は高

くない（筒井 2015）。また，親による乳児のケア
を重視する傾向が比較的強く，国家主導のもとに
育児休業制度が整備された。同国の育児休業制度
の特徴は，母親のみならず父親も対象となる所得
補償型であることである 1）。実際，スウェーデン
は，育児の社会化に加えて，男性の家庭参加が最
も進んでいる国の 1 つである。「平成 27 年度少子
化社会に関する国際意識調査」のデータを分析し
た高橋（2016）によれば，「妻も夫も同じように
育児を行う」を自身の考えに近いと回答した 20
歳から 49 歳の者は，スウェーデンでは男女共に
94% に上り，これは日本（男性 37%，女性 30%）
はもちろん，フランス（男性 51%，女性 50%）や
イギリス（男性 68%，女性 62%）よりもはるかに
高い。

他方，市場メカニズムを重視し自由主義路線を
標榜するアメリカでは，育児休業制度や公立保育
園などの公的な育児支援は限定的である。育児の
社会化は，主として移民からなる大量の低賃金労
働者が市場を経由してケアワークを提供すること
によって可能となった。加えて，アメリカでは外
部労働市場が発達しているので，出産や育児のた
めにいったん労働市場を退出した女性が，転職し
て復帰する機会も多い。アメリカの女性の就業率
は，1970 年代半ばから 80 年代半ばにかけて急増
し，その結果，全世帯に占める専業主婦家庭の比
率は，1950 年のおよそ 3 分の 2 から，1980 年に
は 28％にまで激減した（Reskin and Padavic 1994）。
またアメリカでは，女性の労働参加が進むととも
に管理職に占める女性比率も増加し，1970 年の
時点では 18.5 ％に過ぎなかった同比率が，1985
年には 35.6 ％に達している（黒澤 2011）。しかし
アメリカでは，低賃金労働者が高額の育児費用を
払って働くことが難しく，階層間格差の固定化が
問題となっている 2）。

スウェーデンでは育児の社会化とともに男性の
家庭参加も進んだが，アメリカの事情は少し異な
る。専業主婦家庭が減少し，スウェーデン同様，
生計維持責任と家事・育児責任を妻と共有する家
庭参加型の男性も確かに増加したが，家庭にコ
ミットするより孤立を選ぶ男性も増えたからであ
る。Bernard （1983）は，すでに 1960 年代から，
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生計維持者として「成功」するために働き蜂とな
る男性が存在する一方で，他方ではそのような

「成功」を否定し家族を捨てる男性が徐々に増え
てきたと報告している。この傾向は，伝統的な製
造業部門の男性職が縮小し，男性の雇用が不安定
化して賃金が低下，男性が 1 人で生計維持責任を
果たすことが従来よりはるかに困難な状況となっ
たことにより加速した。例えば，Gerson（1993）は，
一家の大黒柱（breadwinner）の役割を務める男
性の減少を分析した論考の中で，アメリカ人男性
の中に 2 つの新しい潮流が見られると述べてい
る。1 つは家庭参加型の男性（involved fathers）
の増加であり，もう 1 つは家庭責任から逃避する
男性（autonomous men）の増加である。Gerson は，
家庭責任からの逃避は，従来保持していた一家の
大黒柱としての権力を否定された男性が，女性お
よび子どもと新しい（非権力的な）人間関係を構
築することに失敗して取る行動パターンであると
主張した。そしてアメリカ社会全体に与える負の
影響として，後者の潮流，すなわち離婚や別離を
経て育児に対する経済的および非経済的責任を手
放す男性が増加していることを問題視した。

まとめると，育児の社会化は，スウェーデンで
は公的に，アメリカでは市場メカニズムを通して
促進された。スウェーデンでは公的部門に雇用さ
れた女性によって，アメリカでは低賃金の移民労
働者によってという相違はあったが，それまで家
庭内で無償提供されていたケアワークを，多くの
女性が有償で提供するようになったのである 3）。
男性の家庭参加度が高いスウェーデンにおいて
も，女性の家事・育児時間の縮減を男性が置換し
ているわけではないことに注意が必要である。他
方，アメリカの男性の間では，1 人働きモデルの
衰退に伴って，家庭参加と家庭離反の 2 つの異な
る方向へ向かう傾向が見出された。

Ⅲ　日本における共働きモデルへの転換
の困難性

日本は，先進諸国の中で南欧とともに，女性の
職場進出が最も低調な国である。しかし，伝統的
に女性は働いてこなかったのかと言えば，そうで

はない。筒井（2015）は，男性 1 人働きモデルは，
日本よりも欧米においてむしろ徹底していたと指
摘する。1960 年代の欧米主要国の女性労働参加
率は，おしなべて日本より低く 4 〜 5 割前後の水
準であった。対して 1960 年の日本の女性労働参
加率は，6 割あった。日本で最も専業主婦が増加
した 1975 年でも 5 割を下回ることはなかったの
である。これは，落合（2004）においてよく整理
されているように，戦後の日本経済において農業
や自営業が占める割合が比較的長期間にわたって
維持され，同セクターでは職住隣接が女性も家族
従業者として働くことを可能にしたためである。
では，男性 1 人働きモデルがより普及していた欧
米で，なぜ共働きモデルへの転換が起き，日本は
未だに転換できないのか。問われるべきは，なぜ
日本は，ポスト工業社会になっても高度成長期に
適応した男性 1 人働きモデルから抜け出せないの
か，である。筒井（2016）はその理由を，男性 1
人働きモデルにあまりに「うまくはまっていた」
ためとしている。以下では，「うまくはまってい
た」とは具体的にどのような状態なのかを述べた
い。

生計維持に専念する男性と家事・育児に専念す
る女性の組み合わせは，言ってみれば，スペシャ
リスト同士の組み合わせである。男性も女性もそ
れぞれの領域のスペシャリストであり，双方とも
に相手のサービスを必要とする。よって，その結
びつきは，両領域をカバーでき，その意味で相手
のサービスを必要不可欠としないジェネラリスト
同士の組み合わせよりも，理論的に強固になる。
よく女性が経済力を持つと離婚が増えると言われ
るが，それは，ジェネラリストになった女性の方
が，スペシャリストである専業主婦の女性より
も，男性の生計維持能力への依存度が低いためで
ある。鹿野（2004）は，日本の高度成長は，サラ
リーマンの夫と専業主婦の妻による強固な結びつ
きによって可能となった面があるとして，この制
度を「社員・主婦システム」と呼んだ。

しかし，サラリーマンとしてのアイデンティ
ティが日本男性に独特のものであるとしても

（Dasgupta 2013；多賀 2011），既述の通り，男性雇
用者と専業主婦の組み合わせは，日本特有のもの
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ではない。では何が日本に特有であったかと問え
ば，それは，「社員」と「主婦」の結びつきを全
面的に支援し金銭的補助も惜しまなかった企業の
存在であろう。その意味で日本のジェンダー構造
は，男女の 2 極ではなく，企業を含めた 3 極構造
なのである（Ogasawara 2016）。戦後の日本企業
は，従業員のみならずその家族の生活領域にまで
踏み込んで，企業利害とのすり合わせを試みてき
た。例えば，1950 年代に大企業の音頭によって
始まった新生活運動がある。これは，（男性）従
業員が仕事に心置きなく専念できるよう環境を整
えるべく，その日常生活をより民主的，合理的，
文化的にすることを目指し，主として従業員の妻
を組織して産児調節などの近代的な家政全般の指
導を行うというものであった（Takeda 2014）。

企業が支給する各種家族手当も 3 極の結びつき
をより強固にした。日本は西欧諸国に比べて，政
府による住宅や子どもの教育への公的支援が乏し
く，企業が代わってその役割を果たしてきた歴史
的経緯がある。多くの企業が，扶養手当や育児支
援手当など，何らかの扶養家族の人数に応じた手
当を支給してきた。その結果，家族ぐるみで企業
に依存することとなり，妻は，長時間労働による
夫の家庭での不在を問題視するのではなく，むし
ろ夫が仕事に邁進することを積極的に支持したの
である。
「ジェンダーの 3 極構造」は，経済力増強の国

家目標に合致するものとして政府によっても支持
された。例えば，前述の新生活運動は，当初より
政府の強力なバックアップがあった。また専業主
婦ないし一定額以下の収入のパートタイム主婦家
庭に有利な税および社会保障制度は，女性の労働
参加を制限するものとして批判を受けてからも長
期にわたって改革されなかった。天野（2006）は，
高度成長期の男性の仕事中心の生活は，当の男性
とその妻および企業による「幸せな結託」の産物
であったと指摘している。このようにして，元来，
安定性向を持つスペシャリスト同士の「社員」と

「主婦」の結びつきは，企業（およびその企業を支
援する政府）による強力なサポートを得て，極め
て強固な「ジェンダーの 3 極構造」となったので
ある。

Ⅳ　「ジェンダーの 3 極構造」のきしみ

しかし，高度成長期に「幸せ」であった「ジェ
ンダーの 3 極構造」は，経済基盤の変化を受けて，
徐々に「社員」と「主婦」にとってそうでないも
のに変わっていった。1970 年代以降のポスト工
業経済の中でグローバルな企業間競争がし烈にな
り，1990 年代に入ると大企業でさえ倒産のリス
クにさらされ，実際に倒産する大企業も現れた。
倒産にまで至らなくとも，人件費圧縮の必要に迫
られた企業が従業員のリストラに踏み切るケース
が増えた。これは，夫の長時間労働と引き換えに
長期安定雇用が見込めるという，「社員」と「主
婦」の結びつきにとって極めて重要な想定が無効
化されていった過程である。男性が私生活を犠牲
にしてまで滅私奉公することや，女性が自身の
キャリアを断念してまで夫のキャリアを支えるこ
とのメリットが減じてしまったと言えよう。

さらに企業は，正規雇用に代わって非正規雇用
を増やすことによって，人件費の圧縮と経営の柔
軟性を追求した。そのため，一方では，学卒後に
正社員として就職できず，長期雇用が保障される
ことも賃金が安定的に上昇することも期待できな
い，いわゆるフリーターが増加した。他方では，
数が絞られた正社員は仕事量が増え，労働時間の
長時間化に拍車がかかった。黒田（2018）によれ
ば，平日 1 日あたり 11 時間以上働くフルタイム雇
用者の割合は，1970年代半ば以降40年間にもわたっ
て，男女ともに上昇する一方であると言う。男性
では，1976 年に 1 割以下だった同割合は，2016 年
には約 3 割に達し，女性でも約 1 割に上っている。

日本人の平日の労働時間が趨勢的に増す傾向に
あることが，家庭生活に大きなしわ寄せとなって
現れていることも指摘されている。例えば，品田

（2015）は，子どものいる核家族では，全員がそ
ろって共食する家族が 1988 年から 2012 年にかけ
てほぼ半減したと報告した。しかも最も夕食を共
食できないのは，夫の収入が比較的高い男性 1 人
働き家庭であり，妻がフルタイム勤務の共働き家
庭の方が共食の機会が多いと言う。また「2015
年国民生活時間調査」を利用して，夫が家事・育
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児をすることを当然視する意識が男性のあいだで
高まっているにもかかわらず，日本の男女の家事
時間の差が大きいままなのはなぜかを分析した渡
辺（2016）は，長時間働いている男性が特に 30
歳代，40 歳代で増えており，そのことが家事の
行為者率の増加を妨げ，結果として男性全体の家
事時間の増加を抑制していることが確かめられた
と言う。さらに渡辺は，平日に 10 時間以上働く
30 歳代の男性が半数近いような現状にもかかわ
らず，育児に関わろうとする若い父親の姿も浮き
彫りになったと報告している。

このように 1970 年代以降のポスト工業経済下
では，高度成長期に期待できた長期安定雇用と賃
金上昇が確かなものでなくなる一方で，家庭生活
に影響が出るほど労働時間が長時間化している。
そして「社員」であることのベネフィットとコス
トのバランスが悪くなる中，男性にとって結婚し
子どもを持つことが負担となりつつある。多賀

（2011）と山田（2001）は共に，家族を持つこと自
体が現代の男性にとってコストとなりリスクと
なっていると指摘している。事実，未婚男性が急
増している。国立社会保障・人口問題研究所は，
2015 年の男性の生涯未婚率を 5 人に 1 人以上と
発表した。

Ⅴ　男性 1 人働きモデルの変化の兆候

旧態依然とした「社員」と「主婦」と企業によ
る 3 極構造のきしみが未婚者の急増となって表出
しているとしても，既婚者の間では，男性 1 人働
きモデルの優勢が長期にわたって維持されてき
た。例えば「第14回出生動向基本調査」によれば，
2005 年から 2009 年の間に第 1 子を出産した女性
のうち約 7 割の女性が無業で，しかも 1985 年か
ら 20 年間，この割合に変化は見られなかった。
多くの女性は出産を機に退職し，子どもがある程
度の年齢になってから主としてパートタイムで職
場復帰するが，この家計補助的就労パターンは，
先進諸国で見られる本格的な共働きモデルとは言
えない。ところが「第 15 回出生動向基本調査」
によると，2010 年から 2014 年では，出産を経て
も仕事を続ける女性の割合が初めて 5 割を超え

た。約 20 年にわたり出産退職する女性が 6 割に
上っていたのが，5 年の間に 10 ポイント以上も
就業継続者が増えたことになる。さらに正社員に
限ると，就業継続者は 1985 年から 1989 年の約 4
割から 2010 年から 2014 年の約 7 割にまで大幅に
増加した。

同様の変化は，2002 年から 2010 年の「21 世紀
成年者縦断調査」を用いて第 1 子出産後の就業継
続率を計測した永瀬（2014）によっても確認され
ている。2007 年以降，企業規模を問わず就業継
続率の有意な上昇が観測され，その背景には，
2007 年と 2010 年に育児休業給付が拡充されたこ
とがあると考えられると言う。野村（2017）も，
女性正社員の約 7 割が出産後も仕事を続けてお
り，大手企業ではほとんど辞めないという声が聞
かれるようになったと報告している。

以下では，マクロな統計で示された女性の就業
継続率の上昇という変化が，男性 1 人働きモデル
の転換に持つ意味合いを，ミクロなデータを用い
て考察する。使用するデータは，2017 年に大手
企業 2 社で実施したヒヤリング調査に基づく。2
社のうち X 社は大阪に本社を持つメーカーであ
り，Y 社は東京に本社を持つ金融機関である。ヒ
ヤリング対象社員の選定は各社の人事部に依頼
し，20 歳代後半から 30 歳代までの若年層と 40
歳代から 50 歳代前半の中堅層の男女正社員をカ
バーしている。その結果，X 社では若年女性社員
5 人，中堅女性社員 5 人，若年男性社員 2 人，中
堅男性社員 2 人の計 14 人，Y 社では若年女性社
員 5 人，中堅女性社員 3 人，若年男性社員 2 人，
中堅男性社員 2 人の計 12 人，2 社総計 26 人に話
を聞くことができた（表）。

ヒヤリング対象者の入社後の異動と家族構成の
変化を確認する目的で，ヒヤリング実施約 1 カ月
前に事前調査票を配布し，電子メールによる回答
を得た。当日は，入社の経緯，入社以降経験した
職務上のイベント，入社以降経験した家庭内での
イベント，それらに伴う就業意識の変化，家事・
育児・介護等への関わりと配偶者や親や子との関
係性，今後のキャリヤおよび人生ビジョンなどを
中心に，各対象者に対して 1 時間半から 2 時間の
ヒヤリングを研究者が分担して行った。
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1　女性社員の就業継続意識

ヒヤリングを行った女性社員の入社時における
就業継続意識を見ると，必ずしも全員が長く働き
続ける意思を当初から持っていたわけではないこ
とがわかる。長く働くイメージを持って入社した
女性と持たないで入社した女性は，X 社では 5 人
対 5 人，Y 社では，5 人対 3 人であった。また，
若年層と中堅層を比較して，若年層の方が就業継
続の希望を強く持っていたという明確な傾向も見
られなかった。

しかし，ヒヤリングをした時点では，ほとんど
の女性が働き続けることを前提として人生設計を
していることがうかがえた。例えば，X 社の D

さんは，結婚相手とはお互い働くという感じだっ
たので，辞める辞めないの話自体した覚えがない
と言う。出産にあたっても，Y 社の S さんが「妊
娠したから辞めようとは思わなかった」と述べて
いるように，女性たちの就業継続の意思は揺らい
でいない。ヒヤリング対象者が人事部によって選
定されたいわば「成功例」であり，辞めてしまっ
た社員は調査から除外されていることに注意が必
要であるとしても，女性社員の就業意識は，以下
で論じるように，10 年前の近似の調査と比較し
て示唆に富む。

女性社員の就業継続に関する意識に影響を与え
ている要素としてヒヤリングから浮かび上がった
のは，第一に，家事・育児・介護などのライフイ

表　聞き取り対象者の属性

企業 社員 性別 年齢 婚姻状況 子どもの有無と年齢

Ｘ社 Ｂさん 女性 26 既婚 0

Ｘ社 Ａさん 女性 33 既婚 無

Ｘ社 Ｄさん 女性 33 既婚 4，1

Ｘ社 Ｅさん 女性 33 未婚 無

X 社 Ｃさん 女性 34 既婚 1

X 社 Ｉさん 女性 42 既婚 9，6

X 社 Ｈさん 女性 46 既婚 16，13

X 社 Ｊさん 女性 46 未婚 無

Ｘ社 Ｇさん 女性 48 離婚 19

Ｘ社 Ｆさん 女性 50 既婚 16

Ｘ社 Ｌさん 男性 31 既婚 1

Ｘ社 Ｋさん 男性 33 既婚 2

Ｘ社 Ｎさん 男性 42 既婚 6

Ｘ社 Ｍさん 男性 52 既婚 22，19

Ｙ社 Ｖさん 女性 34 未婚 無

Ｙ社 Ｔさん 女性 35 既婚 6，2

Ｙ社 Ｕさん 女性 36 既婚 0

Ｙ社 Ｓさん 女性 37 既婚 2

Ｙ社 Ｐさん 女性 38 既婚 6，4

Ｙ社 Ｒさん 女性 41 既婚 8，4

Ｙ社 Ｑさん 女性 46 既婚 10

Ｙ社 Ｏさん 女性 54 既婚 24，21

Ｙ社 Ｚさん 男性 35 既婚 6

Ｙ社 Ｙさん 男性 39 既婚 9，6

Ｙ社 Ｗさん 男性 41 既婚 13，10

Ｙ社 Ｘさん 男性 45 既婚 15，8
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ベントとキャリアとの両立を支援する会社の制度
と，第二に，その制度を実際に利用して就業を継
続する先輩女性社員の存在である。Y 社の V さ
んは現在独身であるが，家庭を持っても就業継続
は可能と感じている。その理由は，「やっぱり制
度が本当にしっかりしているし，先輩を見ている
とできるんだなと思うので」ということだった。
当初は結婚後数年で辞めるつもりだった X 社の I
さんも，「まわりの先輩，同じ職場の先輩に，子
どもを産んでも働いている人が何人かその頃には
出てきていたので，まあ，そういう風にできるん
だと見えているし，求められていたし，働くこと
が困難にならない限りは，働き続けることが当た
り前のように思って」と説明してくれた。

2005 年の小笠原による共働き夫婦の就業意識
に関する研究においても，就業を継続する意思と
希望を持つ女性は多く見出された 4）。しかし当時
は，現在のところ就業継続できていても，将来は
わからないという考えが見え隠れしていた。だか
ら，妻の収入がいつなくなってもいいように，家
計の基本的な部分は夫の収入でまかない，妻の収
入は貯蓄や余暇に使うという夫婦が多かった。対
照的に今回の調査で注目されるのは，女性が就業
継続することの見通しの確からしさである。仕事
と家庭の両立を支援する制度が 2 つの調査期間の
間に拡充され，実際に両立させている女性を身近
に見る機会も増えた。特に調査対象企業のような
両立支援に前向きな大企業において，希望すれば
女性も定年まで働き続けられることが，ある程度
見通せるようになったのである。

2　生計維持分担意識

2005 年の調査では，フルタイムで働く妻の就
業が持つ意味をどのように捉えるかは夫婦によっ
て異なり，働く妻が生計維持を担っているとは必
ずしも解釈されていないことが指摘された。妻と
夫がともに学卒後フルタイムで就業継続する子育
て中の共働き夫婦 30 組のうち，3 分の 1 強の妻
には生計維持責任を分担する意思がなかった。す
なわち，夫と遜色ない収入があっても，いつでも
仕事を辞める自由度を確保するために妻名義の
ローンを少額にしたり，収入のためではなく「好

きな仕事をやっている」ので，「仕事がおもしろ
くなくなったら辞める」と表明する妻たちの存在
がクローズアップされたのである。少なからぬ夫
たちにも，妻は働いても働かなくてもどちらでも
構わないというスタンスが見られ，「妻は働くの
が好き」や「妻の精神衛生上，働いた方がいい」
など，妻の就業を家計のためではなく，本人のた
めと認識していることがうかがえた。また，夫婦
で生計維持責任を分担することを希望していて
も，妻の家計への貢献額にはこだわらないという
夫もいた。生計維持責任を妻と精神的にシェアし
たいが，実際の家計分担は強く求めていなかった
のである。妻が今後も就業を継続できるかどうか
わからないので，家計分担を強く求められなかっ
たと言えるかもしれない。

対照的に，今回のヒヤリング対象女性たちが働
き続ける理由として，経済的側面は大きな位置を
占めていた。例えば Y 社の S さんは，就業を継
続する理由を「積極的に働きたいというより辞め
ちゃうともったいないという方がぴったりする気
がします」と説明した。この言葉からは，仕事が
おもしろくなくなったら辞めると表明した 10 年
以上前の妻たちと意識の隔たりがあることが示唆
される。S さんは，仕事がおもしろいと感じたこ
とはあまりなく，仕事で自己実現したいと思って
いるわけでもないと言う。S さんが働き続ける理
由は，「一応生活のため」であり，続けて「あと
は何でしょうね」と自問したあと，「まあその
ちょっと自分の力を発揮できる場所があればくら
いの感じです」と付け加えた。このような S さ
んの就業意識は，仕事が特におもしろくなくても
生計維持責任を果たすため働き続ける多くの男性
のそれに近似しているのではないだろうか。女性
が働き続けることがむしろ例外的なことだった
10 年前は，女性に生計維持責任があるとは考え
られておらず，就業継続へのハードルが高い中で
働き続けるには，「仕事がおもしろい」や「家に
こもるより外に出たい」などの非経済的な理由が
あった。10 年の間に女性が就業を継続すること
が以前ほど特別のことではなくなり，また女性が
就業を継続できることが，特に調査対象企業のよ
うな両立支援に積極的な大企業において，ある程
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度見込めるようになった。この変化が，男性同様，
女性も経済的理由のために働く意識となって表れ
ていると考えられる。

事実，今回のヒヤリング対象女性は，就業継続
へのコミットメントが概して高く，生計維持分担
意識も高かった。「よく旦那さんと話をするのが，
共働きでよかったねと。片働きだと貯金の額っ
て，今の 10 分の 1 とか，そういう感じになるん
じゃないかな」と述べる X 社の D さんは，ダブ
ルインカム想定のマネープランを 90 歳まで表に
してあると言う。同様に Y 社の U さんは「家計
的には，お互いフィフティ・フィフティ」であり，

「どっちかがやめたら」あるいは「どっちかがパー
トとかアルバイトになったとして，何か払えない
ようなことがあったら」家を売ればいいよねと話
していると言う。従来，仕事を辞めたり，フルタ
イムからパート勤務に変わったりするのは，もっ
ぱら妻であった。Uさんの発言で注目されるのは，
そのような可能性を妻だけに限定せず「どっち
か」と考えている点である。夫にも妻と同じよう
にその可能性があり，別の言い方をすれば，妻の
その可能性は夫と同程度に低いと捉えられている
ことが示唆される。X 社の I さんは，夫より収入
が多く，「2 人で家を引っ張っていっている」し

「（夫の）会社に何かあっても私が養っていける」
と思っている。同様に X 社の B さんも「主人も，
今の若い人ってそうなのかもしれないんですけ
ど，自分が結婚して一家の大黒柱としてやってい
くぞとか，そんな意気込みはないので，なので私
も働かないといけない」と述べた。

このような B さんの今どきの若い男性につい
ての見解は，ヒヤリング対象男性の発言からも，
ある程度裏付けられた。例えば，大学の非常勤講
師を勤める妻と共働きの X 社の L さんは，子ど
もができても共働きが良いと思っている理由を

「お金があった方が自分たちにとって満足のいく
生活ができるので，共働きの方がよいと 2 人とも
思っています」と説明した。L さんはさらに，同
年代の親しい男性の友人で妻が専業主婦という人
は 1 人しか知らず，共働きは「一般的だと思いま
す」と述べた。

X 社の K さんの妻は，夫同様 X 社に勤めてい

るが，社内結婚という表現は適切ではないかもし
れない。就職活動の時点で既に 2 人は付き合って
いたからだ。共働きしやすい職場として 2 人で X
社に入社することを決めた。以来，家事も育児も
生計維持も半々のつもりでやってきたが，一度だ
け気持ちが揺らいだことがある。それは，妻が切
迫早産しそうになった時である。早産のためもし
生まれる子どもに障害があったら，という考えが
ふと頭をよぎった時「仕事を今まで以上に本腰を
入れて」やらなくてはいけないと思ったという。
つまり K さんは，妻が障害を持つ子どもの世話
のために就業継続できなくなる可能性に直面し，
結婚後初めて，家計を1人で担う責任を意識した。
逆に言えば，切迫早産の危険性という非常事態が
出来するまで，自分自身を一家の大黒柱と思って
いなかったことがうかがえる。

3　主たる生計維持者である女性

妻の方が主たる生計維持者であるケースが 2 件
あった。Y 社の O さんと Q さんである。従来日
本では，異なる地域で働く男女が結婚する時，女
性が仕事を辞めて男性の勤務地に赴くケースが大
半だった。今回の調査でも，X 社の M さん，Y
社の Y さんと Z さんがこのケースに当てはまる。
しかし O さんの場合，結婚するにあたって職業
も勤務地も変えたのは，夫の方であった。O さん
によれば「当時はそれこそお金もない，何もない。
まあ今でもそうですけど（笑）。それでも平気だっ
たのは多分，自分が仕事をしているから，別に相
手には何か望むものは，そんなに経済的には，あ
まり。なんか好きな仕事をしてくれてればそれで
いいって私は思っていた」という。

Q さんのケースは O さんとは異なり，社内結
婚である。夫と妻が同じ会社に勤務していてどち
らかが退職する場合，これまでは妻が辞めるケー
スが圧倒的に多かった。実際，前述の通り本調査
においても，X 社の M さん，Y 社の Y さんと Z
さんの夫婦では妻が退職している。Q 家では，子
どもが生まれてからも，双方の親の助けを得なが
らダブルキャリアと両立させてきた。夫婦共に管
理職に昇進してからは「2 人ともかなり残業も多
かったので，この生活を同じようにいつまで続け
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ていくことができるのかという思いは持ってい
た」。その後，Q さんがさらに昇進し上級管理職
となって責任が重くなったタイミングで，夫と話
し合い，２人の持つスキル等を考慮した結果，夫
がより働き方の自由度が高い会社へ転職すべく退
社した。

4　一部に共働きモデルへの動き

まとめると，政府が成長戦略に女性活躍を掲げ
て 5 年になる現在，X 社や Y 社のような企業では，
仕事と家庭の両立を支援する制度整備が進み，実
際にそれらの制度を利用して就業継続する女性が
増え，他の女性のロールモデルとなっている。女
性の就業継続へのコミットメントは高く，共働き
を前提とした人生設計をしている社員が見出され
た。10 年以上前の調査でも，経済的に自立して
いたいから働き続けると述べた女性は多くいた。

「自分のものは自分で買いたい」や「自分の老後
は自分で何とかしなきゃいけないと思う」という
言葉からは，とりあえず，自分の生活は自分で担
いたいという意識はうかがえても，夫や子どもの
生活を支える覚悟は見えてこなかった。ある意味
では，パートで得たお金で自分のお小遣い程度は
自分でまかないたいと言う女性の意識と地続きで
あったとも言える。

対照的に，今回の調査の女性たちは，より明確
に家計を担う責任を口にした。ダブルインカムを
想定して将来のマネープランを立て，夫の会社に
万一のことがあれば自分が大黒柱になる心の用意
があると語った。また，妻の収入を当てにしてい
ることを，共働きの男性たちもはっきりと口にす
るようになった。現在の生活レベルを維持するた
め妻に働き続けて欲しいと言う男性や，切迫早産
という緊急事態に直面して初めて一家の大黒柱に
なることを意識した男性がいた。こうした女性た
ちの経済力への揺るぎなさが端的に表れている例
が，夫が仕事を辞めて妻の勤務地に移動し妻が主
たる生計維持者になった O さん夫婦と，同一企
業内で上級管理職昇進を夫婦ともに目指す状況を
避け夫が退職した Q さん夫婦のケースであると
言えよう。

Ⅵ　モデルの揺らぎが持つ意味あい

男性 1 人働きモデルのコストとリスクが高くな
る中で，一部では共働きモデルの現実味が増して
きたことを見てきた。今後この趨勢が続けば，日
本においてもスウェーデンのように家庭参加型の
男性が増えるのだろうか。あるいは，アメリカの
ように家庭離反型の男性の増加の可能性はあるの
だろうか。最後にこの問題について考えてみた
い。

1　家庭に参加する男性

今回の調査を通して，男性の家族への向き合い
方に，従来の仕事優先とは異なる傾向が見られ
た。男性たちの語りの中で，家族が占める比重は
明らかに高かった。自分にとって家族の存在はと
ても大事だ，とてらいもなく語ってくれた男性が
多かった。就業継続する妻を持つ男性からは，保
育園の迎えに間に合うように帰宅するのはむずか
しいが，なるべく子どものお風呂の時間には間に
合うようにしているとか，平日はほとんど妻任せ
だが，週末はできるだけ子どもと過ごす時間を作
るようにしているという声が聞かれた。

パートタイム勤務の妻を持つ Y 社の W さんは，
「今とにかく子育てが中心なので。できるだけ愛
情を注ぎたいな」と思っており，子供は「生きる
喜びの 1 つ」だと言う。同様に，専業主婦を妻に
持つ Y 社の Z さんは「家族ができてからやっぱ
り中心は家族になるので，どんだけ仕事が忙し
かったとしても家族になんかあった時は」と述べ
た。

Y 社の X さんの妻も専業主婦であり，X さん
は結婚してから家事はあまりやってない。しか
し，深夜帰宅した後，夜泣きする子どもを外に連
れ出してあやしたり，まだオムツがとれてない頃
から週末に子どもと 2 人で出かけたりし「僕は結
構それが重要な時間だった」。高校生の娘とは，
今でも 2 人でショッピングに出かける仲である。
だから，今後予想される単身赴任については真剣
に考えている。なぜなら，単身赴任をしている同
僚のお父さんからは，運動会のため，あるいは，
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お遊戯会のために家族の元に帰るというような話
を聞くが，そのようなイベントだけの親子関係を
X さんは「もう写真なんですよ，細切れに」と評
し，「家族の時間が断片的になるって，結構苦し
い」と感じているからだ。X さんは，イベントは
もちろん，一緒にご飯を食べるなどの日常的な生
活時間を家族と共有したいのである。同じように
転勤を望まない男性社員同士の間で，なぜ自分た
ちには女性社員のように地域を限定した働き方の
選択肢が認められないのか，また場合によっては
転職も辞さない，というようなことが話題に上る
と言う。X さんの聞き取りからは，今後，転勤が，
仕事と家庭の両立を目指す女性だけではなく，家
族と過ごす時間を重要視する男性にとっても大き
な問題となることが予想される。

濱口（2013）は，日本企業に多く見られる雇用
体系を欧米のジョブ型雇用に対比させてメンバー
シップ型と呼び，その特徴を，ひとたびある企業
のメンバーとなったあかつきには「いつでも，ど
こでも，なんでもやる」無限定性にあると看破し
た。高度成長期には，「いつでも，どこでも，な
んでもやる」無条件の会社への忠誠は，長期安定
雇用と賃金上昇という見返りを伴っていた。しか
し，かつてのような見返りが期待できない中で，
明確に家庭参加を希望し始めた男性たちにとっ
て，働き方の無限定性は大きなコストと感じられ
るようになった。上述の X さんは若くして支社
長に抜擢されるなど Y 社にとって有望な社員で
あることがうかがえた。仕事ができる社員も家庭
を重視しており，そのような有能な社員を転勤回
避目的の転職で失うのは会社にとっても痛手であ
る。「いつでも，どこでも，なんでもやる」働き
方を男性社員のデファクト・スタンダードとする
制度は，見直しの時期に来ている。　

2　家庭から離反する男性

Gerson（1993）が，子どもの養育責任を放棄す
る男性が増加するアメリカ社会に警鐘を鳴らした
ように，日本で家庭から離反する男性が増える危
険性はどの程度あるのだろうか。既述の通り，1
つのルートは既に現実となっている。すなわち，
未婚者の急増である。この場合，アメリカとの相

違は，離婚や別離によって父親を失い苦しむ子ど
もが日本においてはそもそも存在しないという点
にある。

では，既婚男性のあいだで，家庭離反へ向かう
傾向は見出せるだろうか。今回の調査で実際に家
庭離反型の男性の存在を確認するには至らなかっ
たが，その存在の可能性が理論的に示唆される
ケースはあった。例えば，Y 社の R さんは，独
身時代に約 2 年間の海外赴任を経験し，その後，
結婚，現在は 2 児の母である。子育てのために実
家の近くに引っ越しし，保育園の迎え，夕食，お
風呂を全面的に両親に依存している。R さんは，
自分の役割はチーム R の監督であると言う。チー
ム R のメンバーは，子ども 2 人，R さん夫婦，
両親，独身で実家暮らしの妹の 7 人。R さんの監
督としての役割は「チームのみんなが，毎日元気
に朝出かけていく」ように気を配ることである。
他方，夫は「仕事のスタイルを変えずに彼は」「お
休みの日にちょっと（子どもを）見るぐらいで，
平日はあまり」。「（子どもの）熱が出てもこの 8
年休んでくれたのは，こないだ初めて 1 回だけ」
だが，「全体でうまく回ればいいので」あまり不
満はない。

R さんは，去年，働く地域の限定を解除し，海
外への異動希望を申請した。もし希望が叶った
ら，両親と子どもたちを連れて行く計画であり，
夫は仕事のために日本に残るのではないかと予想
している。この計画について R さんは「家族も
ちゃんと増やし」たし，海外赴任の準備が整った
タイミングだと説明してくれた。R さんの話から
は，相対的に希薄な父子関係と，キャリアに邁進
するたくましい母親の姿が浮かび上がってくる。
R さん一家よりも先鋭化されたケースでは，離婚
せずとも父親は，Gerson が指摘するところの
autonomous men のような存在となり，極論すれ
ば，子どもを作る時だけ必要な存在となり得るこ
とが示唆される。

Ⅶ　お わ り に

日本では，1 人働きモデルから共働きモデルへ
の転換が遅れている。その理由は，日本の女性が
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伝統的に働いてこなかったからではなく，高度成
長期に「社員」と「主婦」と企業によって形成さ
れた「ジェンダーの 3 極構造」が強固であったこ
とが一因になっていると考えられる。しかし，現
在，出産を経ても就業を継続する女性の増加が，
マクロな統計データによって確認されている。本
調査では，ミクロデータを用い，一部の企業で仕
事と家庭の両立を支援する制度整備が進み，実際
にそれらの制度を利用して就業を継続する女性が
増え，さらにそうした先輩女性社員の存在を目の
当たりにして就業継続へコミットする女性が増え
ていること，そしてその結果，共働きを前提とし
た人生設計をする男女が現れていることが確認で
きた。

日本社会が共働きモデルへの転換に成功する前
に，結婚を希望しながらも未婚のままでいること
で不本意に家庭から離反する男性がさらに増加す
るのを防ぎ，共働きモデルへの転換の動きを後押
しするためにはどうしたらよいだろうか。まず，
より多くの企業で仕事と家庭を両立する制度整備
が拡充されるよう支援する必要がある。また，ス
ウェーデンとアメリカの事例で明らかなように，
共働きモデルへの転換には育児の社会化が不可欠
である。欧米諸国に比べて日本の父親の家事・育
児時間が極めて短いことは確かに問題であるが，
母親の職場進出に伴う家庭での育児時間の縮減
を，父親が補うことは不可能であることを冷静に
受け止め，保育園の整備促進などに十分な対策を
とる必要がある。

待機児童の存在が議論されて久しいが，この問
題を考える上でも本論の知見が役に立つように思
われる。妻が生計維持責任を夫と分担するには，
妻が就業継続できるという「見込み」が重要で
あった。その「見込み」がない場合は，見かけは
同じ共働きでも，いつ妻が仕事を辞めるか，辞め
ざるを得なくなるかわからないという不安があ
り，完全に共働きモデルに軸足を置くことができ
ない。そのため，いつでも男性 1 人働きモデルに
戻れるように準備しておく必要があった。保育園
も同様であろう。結果的に保育園に預けることが
できた，ではダメなのである。必ず預けられると
いう「見込み」がなければ，夫婦は安心して共働

きモデルを採用できない。さらに，共働きモデル
の普及に伴って男性の家庭参加を促し，家庭離反
を防ぐためには，「いつもで，どこでも，なんで
もやる」無限定的な働き方を見直して，長時間労
働を是正する必要があろう。

家庭参加に向かうのか，それとも家庭離反に向
かうのか。今，日本の男性は真逆の 2 つの方向へ
の岐路に立っているのではないだろうか。

＊本論の一部は，野村マネジメントスクールの研究助成を得て
実施した大手企業 2 社におけるヒヤリング調査に基づく。調
査に協力してくださった 2 社と社員の方々に厚く御礼を申し
上げたい。同調査の研究リーダー西川真規子氏と共同研究者
の相田真弓氏，池田心豪氏，井坂佳代氏，石塚由紀夫氏，千
葉実和子氏には多くの有益なコメントを頂戴し，また研究全
般にわたってサポートをしていただいた。記して心からの謝
意を表する。なお，本論の誤りはすべて筆者に帰する。

 1）日本，フランス，スウェーデンの 3 カ国で行ったフィール
ドワークをもとに夫婦の育児戦略を比較考察した舩橋

（2006）によれば，フランスとスウェーデンは共に国家が主
導して育児を社会化していったが，その方策が異なる。乳児
は親が育てるべきという考えが育児休業制度導入を促進した
スウェーデンに対し，フランスでは，親子関係が淡白で歴史
的に子どもを他人に預ける習慣があり，保育・教育制度を拡
大する方向に向かった。また，フランスの国家政策の基本に
あったのは働く女性である（神尾 2007）。長らく仕事と家庭
の両立支援政策の対象者は両親ではなく女性であり，フラン
スでは男性の家事・育児参加はスウェーデンほど進んでいな
い。

 2）Esping-Andersen（1999）が示す第 3 の路線は，ドイツな
ど大陸ヨーロッパ諸国に代表される保守主義路線である。そ
の特徴は，ポスト工業化とサービス産業化がもたらす大量の
失業と賃金低下に対して，早期退職と女性の労働参加の抑制
によって対応したことにある。日本については，強いて言え
ば，自由主義路線と保守主義路線の中間に位置するとされて
いる。

 3）スウェーデンでは公的部門に雇用された女性によって，ア
メリカでは低賃金の移民労働者によってという相違はあった
が，どちらにおいても，ケアワークの提供者は主として女性
である。ケアワークの脱ジェンダー化が起きたのではない。
この問題は重要であるが，本論で扱う内容とは異なるので，
ここではこれ以上取り上げない。

 4）2 つの調査では，ともに就業を継続する比較的高学歴の女
性にヒヤリングを行っているが，比較を目的として行われた
ものではなく，厳密な対照サンプルにはなっていない。本論
はあくまでも探索的な論考であり，より大規模なサンプルに
よって立証されることが待たれる。
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